
千葉市監査委員告示第１０号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、定期監査、

行政監査及び財政援助団体等監査の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉

市長から通知がありましたので、公表します。 

 

    平成３０年１０月３１日 

 

千葉市監査委員 清 水 謙 司 

同       宮 原 清 貴 

同       中 島 賢 治 

同       山 本 直 史 



３０千総総第６６１号 

平成３０年１０月２６日 

 

 千葉市監査委員 清 水  謙 司 

 同       宮 原 清 貴 

 同       中 島 賢 治 

 同       山 本 直 史 

 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 平成２７年度監査報告第１０号、平成２８年度監査報告第１１号、平成２９年度監査報

告第８号及び第１０号により報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により別紙のとおり通知し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様 



 

 

 

報告書番号 ２９監査報告第１０号 

監査の種類 工事定期監査 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

１ 設計・積算について改善すべき事項 

（１）重点監督の実施を適正に行うべきもの 

［都市局：液状化対策施設工事（磯辺４

丁 目２８－１工区）］ 

千葉市土木工事監督技術基準による

と、施工条件が厳しい工事等については、

確認等の頻度を増やした監督体制（重点

監督）をとるものとされており、主たる

工種に新工法・新材料を採用した工事が

対象とされている。 

また、「重点監督の実施に係る運用に

ついて」（平成１９年３月２９日付け技

術管理課長通知）によると、重点監督対

象工事であることを特記仕様書に記載す

るとともに、契約後、速やかに工事担当

課から重点監督対象工事通知書により受

注者に通知するとされている。 

しかしながら、本工事においては、主

たる工種に新工法を採用した重点監督対

象工事であるにもかかわらず、特記仕様

書に記載せず、受注者に通知していなか

った。 

重点監督の実施については、千葉市土

木工事監督技術基準に基づき適正に行わ

れたい。 

 

 

 

 

重点監督の実施については、平成３０年

４月１０日に都市部長から都市部各所属長

に対し文書で通知し、千葉市土木工事監督

技術基準に基づき適正に行うよう、関係職

員へ周知徹底を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（２）千葉県福祉のまちづくり条例の手続き

を適正に行うべきもの 

［都市局：（仮称）園生町公園整備工事］ 

   千葉県福祉のまちづくり条例第２５

条によると、特定施設の新設又は改修を

しようとするときは、あらかじめ、知事

にその内容を通知するものとするとさ

れている。 

   しかしながら、本工事においては、特

定施設である公衆便所を新設するにも

かかわらず、知事にその内容を通知して

いなかった。 

   千葉県福祉のまちづくり条例の手続

きについては、当該条例に基づき適正に

行われたい。 

 

 

 

千葉県福祉のまちづくり条例で定める特

定施設の新設に関する手続きについては、

平成３０年５月２８日に公園緑地部長から

公園緑地部各所属長に対し文書で通知し、

当該条例に基づき適正に行うよう、所属職

員へ周知徹底を図った。 

 

 

 

 

 



 

 

 

（３）共通費の積算を適正に行うべきもの 

［都市局：千葉市営住宅宮野木町第２団 

地建替建築主体工事、千葉市動物公園動

物科学館受変電設備改修工事、千葉市立

みつわ台南小学校大規模改造工事、稲毛

ヨットハーバー管理棟耐震補強外工事、

千葉市中央図書館瑞穂情報図書センター

設置改修工事、千葉市消防団第１分団３

部器具置場改築工事］ 

公共住宅建築工事及び公共建築工事の

共通費の算定方法は、それぞれ公共住宅

建築工事積算基準及び公共建築工事積算

基準等資料において定められている。 

   千葉市営住宅宮野木町第２団地建替

建築主体工事においては、特殊工事費を

除いた額で共通仮設費及び現場管理費

を算定すべきであるにもかかわらず、特

殊工事費である鉄骨工事の工場製作費

を含めた額で算定していた。 

   千葉市動物公園動物科学館受変電設

備改修工事においては、労務費の比率が

著しく少ない工事であるため、共通仮設

費率及び現場管理費率に補正率を乗じ

るべきであるにもかかわらず、補正を行

っていなかった。 

千葉市立みつわ台南小学校大規模改造

工事外３件においては、その他工事であ

る特殊な室内装備品、舗装工事又は取り

壊し工事を一般工事に含めて発注する場

合、一般工事と別に共通仮設費及び現場

管理費を算定すべきであるにもかかわら

ず、すべてを一般工事として算定してい

た。 

共通費の積算については、公共住宅建

築工事積算基準等に基づき適正に行われ

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共通費の積算については、平成３０年７

月２日に建築部長から建築部工事担当課長

に対し文書で通知し、公共建築工事積算基

準等に基づき適正に行うよう、所属職員へ

周知徹底を図った。 

 また、当該工事の担当課においては、所

属職員を対象に研修会を開催した。 

 

 



 

 

 

２ 施工について改善すべき事項 

（１）施工体制台帳の確認を適切に行うべき

もの 

［都市局：千葉市立小中台小学校トイレ 

改修工事、（仮称）千葉市磯辺スポーツセ

ンター体育館改修工事、千葉市中央図書

館瑞穂情報図書センター設置改修工事、

千葉市立稲毛高等学校校舎屋上防水改修

工事、千葉市消防団第１分団３部器具置

場改築工事］ 

   建設業法並びに公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律によ

ると、建設業者は、発注者から直接建設

工事を請け負った場合において、当該建

設工事を施工するために下請契約を締

結したときは、建設工事の適正な施工を

確保するため、国土交通省令で定める事

項を記載した施工体制台帳を作成しな

ければならないとされている。 

   また、本市においては、施工体制等点

検表に基づき、点検を行うこととされて

いる。 

   しかしながら、千葉市立小中台小学校

トイレ改修工事においては、一部下請業

者の施工体制台帳が作成されておらず、

（仮称）千葉市磯辺スポーツセンター体

育館改修工事外３件においては、国土交

通省令で定める事項の一部を記載して

いなかった。 

   施工体制台帳については、建設業法等

に基づき適正に作成されていることを

確認されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工体制台帳の確認については、平成３

０年７月２日に建築部長から建築部工事担

当課長に対し文書で通知し、建設業法並び

に公共工事の入札及び契約の適正化の促進

に関する法律に基づき適正に行うよう、所

属職員へ周知徹底を図った。 

 また、当該工事の担当課においては、所

属職員を対象に研修会を開催した。 

 

 

 


